
○大府市個別給付型地域活動支援センター事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障がい者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第４条第１項

に規定する障害者をいう。）及び障がい児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

４条第２項に規定する障害児をいう。）（以下これらを「障がい者等」という。）に対し、

障害者総合支援法第７７条第１項第９号の規定に基づき、障がい特性に応じた活動の機

会や社会に適応するための訓練等の提供により、障がい者等の社会参加の促進や生活の

質の向上を図ることを目的として実施する大府市個別給付型地域活動支援センター事業

（以下「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、大府市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福

祉法人等に委託することができる。 

（事業の内容） 

第３条 事業の内容は、次条に規定する対象者に障がい特性に応じた活動の機会を提供し、

社会に適応するための訓練等を行うものとする。 

（対象者） 

第４条 事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、市内に居住する障がい者等

（障害者総合支援法第１９条第３項に規定する特定施設入所障害者のうち同項に規定す

る居住地特例地が市外にある者を除く。）又は市外に居住する特定施設入所障害者のうち

居住地特例地が市内にある者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、事業の利

用が必要と認められる者とする。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生

省令第１５号）別表第５に規定する視覚障害のある者 

⑵ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、高次脳機能

障がいの診断を受けた者 

（事業者） 

第５条 事業を実施することができる事業者は、大府市地域生活支援事業実施事業所登録

要領に基づく大府市個別給付型地域活動支援センター事業の登録を受けた者（以下「事

業者」という。）とする。 

（申請） 

第６条 事業を利用しようとする者（対象者が満１８歳未満の場合にあっては、その保護

者。以下「申請者」という。）は、地域生活支援事業利用・変更申請書兼利用者負担額減

額・免除等申請書（第１号様式）及び世帯状況・収入・資産等申告書（第２号様式）を

市長に提出しなければならない。 

（決定通知等） 



第７条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、事業の利

用を決定したときは、地域生活支援事業利用・変更決定通知書兼受給者証（第３号様

式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、審査の結果、事業の利用を却下したときは、地域生活支援事業利用却下通知

書（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

（利用決定の有効期間） 

第８条 前条第１項の規定による利用決定の有効期間は、利用決定を行った日から起算し

て１年の範囲内の月の末日とする。 

（変更の申請等） 

第９条 第７条第１項により決定された内容に変更があるときは、申請者は、地域生活支

援事業利用・変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合において、その内容を審査し、必要が

あると認めたときは、決定の内容を変更し、地域生活支援事業利用・変更決定通知書兼

受給者証により申請者に通知するものとする。 

（費用の負担） 

第１０条 事業を利用する者（当該事業を利用する者が満１８歳未満の場合は、その保護

者。以下「負担義務者」という。）は、事業の利用に係る料金（以下「利用者負担額」と

いう。）として、別表第１に定める報酬単価の額に、別表第２に定める負担率を乗じて得

た額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）を負担しなければ

ならない。 

２ この要綱において「世帯」とは、事業を利用する者及びその配偶者をいう。ただし、

事業を利用する者が満１８歳未満の場合にあっては、住民票に記載された全ての者をい

う。 

（費用負担の上限） 

第１１条 負担義務者は、同一月内において、次に掲げる額の合計額が当該負担義務者の

属する世帯の区分に応じ、別表第３に定める月額負担上限額を超えた場合は、前条の規

定にかかわらず、当該月額負担上限額を超えた利用者負担額について、支払を要しない。

この場合において、負担義務者が月額負担上限額を超えて利用者負担額を支払った場合

は、高額地域生活支援サービス費支給申請書兼請求書（第５号様式）により当該超過支

払額に相当する額（以下「高額地域生活支援サービス費」という。）の支給を請求するこ

とができるものとする。 

⑴ 前条第１項に規定する利用者負担額 

⑵ 大府市日中一時支援事業実施要綱に基づく日中一時支援事業に係る利用者負担額 

⑶ 大府市移動支援事業実施要綱に基づく移動支援事業に係る利用者負担額 

⑷ 大府市訪問入浴サービス事業実施要綱に基づく訪問入浴サービス事業に係る利用者

負担額 

⑸ 大府市居室確保事業実施要綱に基づく居室確保事業に係る利用者負担額 

２ 市長は、前項後段の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、高額地域生

活支援サービス費の支給（不支給）を決定したときは、高額地域生活支援サービス費支



給（不支給）決定通知書（第６号様式）により当該請求をした者に通知するとともに、

高額地域生活支援サービス費を支払うものとする。 

３ 負担義務者の属する世帯が、次に掲げる世帯に該当する場合は、第１項の規定にかか

わらず、別表第４に定める月額負担上限額を適用する。 

⑴ 利用者が満１８歳未満の者で、市民税所得割額の合計が２８万円未満の世帯 

⑵ 利用者が満１８歳以上の者で、市民税所得割額の合計が１６万円未満の世帯 

４ 月額負担上限額は、利用決定の有効期間の開始日が１月分から６月分までの場合は、

前年度分の市民税に、７月分から１２月分までの場合は、当該年度分の市民税に基づき

決定する。 

５ 負担義務者の属する世帯が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護又は

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付を受けている世帯

（以下「生活保護等受給世帯」という。）でない場合であって、利用者負担額を支払うこ

とにより、当該負担義務者の属する世帯が、当該保護又は支援給付を必要とする世帯に

該当するときは、前条に規定する生活保護等受給世帯の月額負担上限額を適用する。 

（事業者への支払） 

第１２条 事業者は、市長に対し、毎月１０日までに前月分の事業の利用状況を報告する

とともに、事業に要した経費（別表第１に定める報酬単価の額にその月の事業の延べ実施

日数を乗じて得た額をいう。）のうち利用者負担額を控除した額（次項において「請求

額」という。）を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求額を利用月の翌々月の末日まで

に事業者に支払うものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



別表第１（第１０条関係） 

 報酬単価 

 種  別 区  分 報酬単価 

基 本 額 

視覚障がい 

４時間未満 ３,０００円 

４時間以上６時間未満 ５,１００円 

６時間以上 ６,５００円 

高次脳機能障がい 

４時間未満 ２,６００円 

４時間以上６時間未満 ４,３００円 

６時間以上 ５,５００円 

食事提供加算 

共    通 

（生活保護等受給世帯及び

市民税非課税世帯） 

１ 日 ３００円 

送迎加算 共    通 片 道 ２００円 

 

別表第２（第１０条関係） 

 利用者負担額負担率 

 

 

 

 

 

別表第３（第１１条関係） 

 月額負担上限額 
  

  区分 月額負担上限額 

市民税課税世帯 ３７,２００円 

 

別表第４（第１１条関係） 

 月額負担上限額 

区分 月額負担上限額 

利用者が満１８歳未満の者で、市民税

所得割額の合計が２８万円未満の世帯 
４,６００円 

利用者が満１８歳以上の者で、市民税

所得割額の合計が１６万円未満の世帯 
９,３００円 

 

 

区分 負担率 

生活保護等受給世帯 ０ 

市民税非課税世帯 ０ 

市民税課税世帯 １０／１００ 


